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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第61期

第３四半期
累計期間

第62期
第３四半期
連結累計期間

第61期

会計期間
自 平成27年３月１日
至 平成27年11月30日

自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日

自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日

営業収益 （百万円） 465,917 485,008 629,986

経常利益 （百万円） 8,016 8,664 12,982

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） － 5,353 －

四半期（当期）純利益 （百万円） 4,879 － 7,923

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） － 5,630 －

純資産額 （百万円） 55,297 60,036 57,843

総資産額 （百万円） 212,650 221,860 211,533

１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） 104.22 114.34 169.24

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 26.0 27.1 27.3

 

回次
第61期

第３四半期
会計期間

第62期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年９月１日
至 平成27年11月30日

自 平成28年９月１日
至 平成28年11月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 28.35 33.18

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．当社は第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、第61期第３四半期連結累計期

間及び第61期連結会計年度に代えて、第61期第３四半期累計期間及び第61期事業年度について記載しており

ます。

３．営業収益は、売上高と営業収入の合計であります。営業収益には、消費税等（消費税及び地方消費税をい

う。）を含めておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

５．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

なお、第１四半期連結会計期間より、株式会社ライフフィナンシャルサービスの重要性が増したため、連結の範囲

に含めております。これに伴い、報告セグメントに含まれない事業セグメント「その他」を新たに追加し、単一セグ

メントから変更しております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定、または、締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

第１四半期連結会計期間より、平成27年４月に設立した株式会社ライフフィナンシャルサービスの重要性が増した

ため、同社を連結の範囲に含めております。このため、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成して

おりますので、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率等の比較分析は行っておりません。

(1)業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済はゆるやかな回復基調にあるものの、企業業績・家計の先行き不

透明感や海外政治経済動向の不安定化などの将来不安から、今後を見通すことが難しい状況となっています。ま

た、個人消費は雇用環境の改善が続いているものの、家計の先行き不透明感や社会保険制度の見直しなどの将来の

不確実性を反映した消費手控えに加えて、天候不順の影響もあり足踏みの状況が続いております。

このような状況の中、小売業界におきましては、消費者の根強い節約志向に対応しつつ、消費者の満足感を高め

ることを目的に、生活必需品のＥＤＬＰ（エブリディ・ロー・プライス）化や販売促進策の強化、品質と価格のバ

ランスを目指した商品の開発などを推進しながら販売力の強化に取り組んでおります。設備投資面では、新規出店

や店舗改装等の他、新しいコンセプトの店舗を出店するなど、競合他社との差別化を図るための積極的な投資を

行ってきております。また、不採算店の閉鎖などの経営資源の再配分や、業務提携・事業統合による事業成長や生

き残りをかけた動きも引き続き活発化しております。

こうした厳しい経営環境下、当社グループは企業価値を高め持続的に成長していくことを目的に、平成27年度よ

りスタートした「第五次中期３ヵ年計画」において定めた、「お客様の立場で考え行動する会社」、「多様な人財

を活かす会社」、「規律とチームワークのある会社」で構成される『３つの風土改革』と、これに連携して定めた

「店舗」、「商品」、「売場」、「出店」、「人財」、「プロセスセンター」、「物流」、「情報システム」、

「販促」、「オムニチャネル」、「財務・コスト削減」及び「危機管理」で構成される12の戦略を合わせた『新15

の改革』により、他業種も含めた競争の激化に打ち勝つため、従業員一人ひとりがお客様とのコミュニケーション

を大切にしながら「お客様から『最も信頼される地域一番店』」の実現に向けて取り組んでおります。

当第３四半期連結累計期間におきましては、平成27年４月に設立したクレジットカード・金融事業を行う全額出

資子会社の株式会社ライフフィナンシャルサービスの事業を開始し、お客様の利便性向上や決済手段の多様化を通

した収益機会の拡大に取り組んでおります。なお同社では、平成28年３月からのクレジットカード発行に加え、平

成28年８月からは自社型電子マネー「LaCuCa（ラクカ）」による決済サービスも全店で開始しております。

当第３四半期連結累計期間に新規店舗として、３月に阿波座駅前店（大阪府）、４月に西小岩店(東京都)、川端

東一条店（京都府）、５月に堺筋本町店(大阪府)、６月に旭大宮店(大阪府)、11月に智恵光院店(京都府)の６店舗

を出店するとともに、既存店舗につきましても箕面店、住吉店、靭店、大崎ニューシティ店、篠崎店の５店舗を改

装いたしました。特に、靭店につきましては、毎日のお買い物機能に加えて、「オーガニック、ローカル、ヘル

シー」と「安心、トレンド、高質」を意識した商品を品揃えした新業態店舗「ビオラル靭店」として、リニューア

ルオープンしております。また、９月には32店舗で実施（11月末時点）しておりますライフネットスーパーのウェ

ブサイトを「見やすく」、「さがしやすく」、「おてがるに」ご利用いただけるようリニューアルし、お客様の利

便性向上とサービス拡充に努めております。

当社グループの業績につきましては、新規店舗及び既存店舗の改装が寄与したことに加え、売上拡大・客数増加

に向けた販売促進の各種施策により、営業収益は4,850億８百万円となりました。利益面につきましては、採用強化

に伴う人件費、退職給付費用などの増加もありましたが、新規店舗・既存店舗の収益増加に加え、経費削減諸施策

等の効果もあり、営業利益は85億64百万円、経常利益は86億64百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は53億

53百万円となりました。
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セグメントごとの業績は次の通りです。

（小売事業）

営業収益は4,848億97百万円、売上高は4,713億61百万円、セグメント利益は91億76百万円となりました。

なお、部門別売上高は、生鮮食品部門が1,947億33百万円、一般食品部門2,056億46百万円、生活関連用品部門427

億91百万円、衣料品部門208億73百万円、テナント部門73億15百万円となりました。

 

（その他）

株式会社ライフフィナンシャルサービスの連結子会社化及び同社が事業開始初年度であることから、営業収益は

３億17百万円、セグメント損失は５億12百万円となりました。

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において特に報告すべき変更事項はありません。

(3)研究開発活動

当社グループは店頭での小売事業を主業務としており、特に研究開発活動は行っておりません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成28年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年１月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 53,450,800 53,450,800
　東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 53,450,800 53,450,800 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高

（株）

資本金増減額
 

（百万円）

資本金残高
 

（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

　平成28年９月１日～

平成28年11月30日
－ 53,450,800 － 10,004 － 2,501

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成28年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成28年11月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

－ －
普通株式  6,632,300

完全議決権株式（その他） 普通株式 46,784,900 467,849 －

単元未満株式 普通株式     33,600 － －

発行済株式総数  53,450,800 － －

総株主の議決権 － 467,849 －

 

②【自己株式等】

 平成28年11月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所

自己名義

所有株式数

他人名義

所有株式数

所有株式

数の合計

発行済株式総数に対す

る所有株式数の割合

（株） （株） （株） （％）

（自己保有株式） 東京都中央区日本橋

6,632,300 － 6,632,300 12.41
㈱ライフコーポレーション 本町三丁目６番２号

計 － 6,632,300 － 6,632,300 12.41

 

２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）　新任役員

該当事項はありません。

（２）　退任役員

該当事項はありません。

（３）　役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

常務

取締役

経営企画本部長

兼新規事業担当
取締役

経営企画本部長

兼経営企画部長

兼新規事業担当

森　下　留　寿 平成28年６月１日

取締役 営業推進本部長 取締役
営業推進本部長

兼カード事業部長
後　藤　勝　基 平成28年７月16日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

なお、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報は記載しておりません。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成28年９月１日から平

成28年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年３月１日から平成28年11月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 （単位：百万円）

 
当第３四半期連結会計期間

(平成28年11月30日)

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 12,098

売掛金 1,263

商品及び製品 23,600

原材料及び貯蔵品 94

その他 19,846

流動資産合計 56,903

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 80,795

土地 23,135

その他（純額） 18,881

有形固定資産合計 122,811

無形固定資産 2,456

投資その他の資産  

差入保証金 24,637

その他 15,091

貸倒引当金 △41

投資その他の資産合計 39,687

固定資産合計 164,956

資産合計 221,860

負債の部  

流動負債  

買掛金 40,898

短期借入金 28,900

1年内返済予定の長期借入金 11,931

未払法人税等 2,749

賞与引当金 634

販売促進引当金 1,994

その他 23,537

流動負債合計 110,645

固定負債  

長期借入金 30,120

退職給付に係る負債 7,461

役員退職慰労引当金 339

資産除去債務 4,460

その他 8,796

固定負債合計 51,178

負債合計 161,823

純資産の部  

株主資本  

資本金 10,004

資本剰余金 11,475

利益剰余金 50,122

自己株式 △9,920

株主資本合計 61,680

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 549

土地再評価差額金 △449

退職給付に係る調整累計額 △1,744

その他の包括利益累計額合計 △1,644

純資産合計 60,036

負債純資産合計 221,860

 

EDINET提出書類

株式会社ライフコーポレーション(E03083)

四半期報告書

 8/17



（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

 （単位：百万円）

 
 当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年11月30日)

売上高 471,361

売上原価 340,183

売上総利益 131,177

営業収入 13,647

営業総利益 144,824

販売費及び一般管理費 136,260

営業利益 8,564

営業外収益  

受取利息 127

受取配当金 28

その他 268

営業外収益合計 424

営業外費用  

支払利息 292

その他 32

営業外費用合計 324

経常利益 8,664

特別利益  

投資有価証券売却益 311

その他 0

特別利益合計 311

特別損失  

固定資産除却損 39

減損損失 25

その他 2

特別損失合計 68

税金等調整前四半期純利益 8,907

法人税、住民税及び事業税 4,348

法人税等調整額 △794

法人税等合計 3,554

四半期純利益 5,353

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,353
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

 （単位：百万円）

 
 当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年11月30日)

四半期純利益 5,353

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 96

土地再評価差額金 67

退職給付に係る調整額 112

その他の包括利益合計 276

四半期包括利益 5,630

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 5,630
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　第１四半期連結会計期間より、株式会社ライフフィナンシャルサービスの重要性が増したため、連結の範囲に含

めております。

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社

の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用とし

て計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数持主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

（追加情報）

（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

　当社グループは、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しております。四半期連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項は以下のとおりです。

 

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び連結子会社の名称

① 連結子会社の数　　　　　　　　１社

② 連結子会社の名称　　　　　　　株式会社ライフフィナンシャルサービス

(2) 非連結子会社の名称等

① 非連結子会社の名称　　　　　　ライフ興産株式会社

株式会社ライフストア

② 連結の範囲から除いた理由　　　　非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上

高、四半期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも四半期連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。

 

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社または関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法適用の非連結子会社及び関連会社はありません。

(2) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称等

① 非連結子会社の名称　　　　　　ライフ興産株式会社

株式会社ライフストア

② 関連会社の名称　　　　　　　　株式会社日本流通未来教育センター

③ 持分法を適用しない理由　　　　　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は四半期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても四半期連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外

しております。

 

３．連結子会社の四半期決算日等に関する事項

すべての連結子会社の四半期決算日は、四半期連結決算日と一致しております。
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４．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

イ．満期保有目的の債券　　　　　　償却原価法（定額法）を採用しております。

ロ．その他有価証券　　　　　　　　時価のあるものは、決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）、時価のないものは移動平均法による原価法を採用しておりま

す。

② たな卸資産

イ．商品　　　　　　　　　　　　　売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

　ただし、生鮮食品、物流及び加工センター在庫商品は、最終仕入原

価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）を採用しております。

ロ．製品、原材料及び貯蔵品　　　　主として、最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法（ただし、車両運搬具は定率法）を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　３～60年

なお、取得原価が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間の均等償却によってお

ります。

また、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について、償却可能限度額まで償却が終了した翌

連結会計年度から５年間で均等償却する方法によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成21年２月28日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

④ 長期前払費用

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、その回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

③ 販売促進引当金

販売促進を目的とするポイントカード制度により付与したポイントの利用に備えるため、未利用のポイ

ント残高に対して、過去の利用実績率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当四半期連結会計期間末要支給額を計上しており

ます。
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(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）に

よる定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（11年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。

(5) その他四半期連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

（法人税率の変更等による影響）

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以降に開始する連結会計年度から法

人税等の税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される

法定実効税率は、平成29年３月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については、32.3％

から30.9％に、また、平成31年３月１日以降に開始する連結会計年度以後に解消が見込まれる一時差異等につい

ては、30.6％に変更されます。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が216百万円、再評価に係

る繰延税金負債が67百万円、退職給付に係る調整累計額が44百万円それぞれ減少し、土地再評価差額金が67百万

円、法人税等調整額（借方）が174百万円それぞれ増加しております。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日）

減価償却費 8,411百万円

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結累計期間（自　平成28年３月１日　至　平成28年11月30日）

１.配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年５月26日

 定時株主総会
 普通株式 819 17.50 平成28年２月29日 平成28年５月27日 利益剰余金

平成28年10月11日

取締役会
 普通株式 702 15.00 平成28年８月31日 平成28年10月24日 利益剰余金

 

２.基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末

後となるもの

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間（自　平成28年３月１日　至　平成28年11月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
その他（注）１ 合計 調整額

四半期連結
損益計算書

計上額（注）２ 小売事業

営業収益      

外部顧客への営業収益 484,895 112 485,008 － 485,008

セグメント間の内部

営業収益又は振替高
1 204 206 △206 －

計 484,897 317 485,214 △206 485,008

セグメント利益又は損失

（△）
9,176 △512 8,664 － 8,664

　（注）１　「その他」はクレジットカード事業であります。

２　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　「第４ [経理の状況］ １ 四半期連結財務諸表 ［注記事項］ （連結の範囲又は持分法適用の範囲の変

更）」に記載のとおり、株式会社ライフフィナンシャルサービスを連結の範囲に含めたことに伴い、報告セ

グメントに含まれない事業セグメント「その他」を新たに追加し、単一セグメントから変更しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年３月１日
至　平成28年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 114円34銭

（算定上の基礎）  

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
5,353

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（百万円）
5,353

普通株式の期中平均株式数（株） 46,818,433

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

（中間配当）

平成28年10月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………702百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………15円00銭

(ハ）支払請求権の効力発生日及び支払開始日………平成28年10月24日

（注）　平成28年８月31日最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払いを行いました。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年１月13日

株式会社ライフコーポレーション

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 神塚  勲   　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 磯貝 和敏    印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 齋藤 慶典    印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ライフ

コーポレーションの平成28年３月１日から平成29年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成28年９

月１日から平成28年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年３月１日から平成28年11月30日まで）に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ライフコーポレーション及び連結子会社の平成28年11月30日

現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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